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ⅤⅤⅤⅤ    計画計画計画計画のののの推進推進推進推進    

実 行 

 

 

１１１１    計画計画計画計画のののの推進推進推進推進    

本計画は、遠軽町の良好な環境を保全し、快適な環境を維持し及び創造するこ

とにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な循環型社会を作り上げるた

め、町民・事業者及び町が、それぞれの責務において実行していくものです。 

これら施策を総合的かつ計画的に推進するために、庁内に設置されている「遠

軽町環境施策庁内検討委員会」により、町が実施するさまざまな環境関連施策の

調整など、計画の推進と振興を図ります。 

また、本計画や環境の保全及び創造に関する事項などについては、「遠軽町環境

審議会」に調査・審議を諮り、町の施策に反映させ、計画を推進するものとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

２２２２    計画計画計画計画のののの見直見直見直見直しししし    

本計画は、平成 31 年度を目標年度とした計画でありますが、環境を取り巻く

状況は、めまぐるしく変化しているものであることから、環境や社会情勢の変化

に対応するように、必要に応じて見直しを行います。 
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